
「『BB セキュリティ』サービス利用規約」新旧対照表 

改定前 

（2024年 4月 1日付） 

改定後 

（2025年 6月 26日付） 

第 2章 

第 2条（用語の定義） 

(2) 「本ソフトウェア」とは、株式会社ノートンライフ

ロック（以下「ノートンライフロック」といいます。）、

マカフィー株式会社（以下「マカフィー」といいま

す。）および BBソフトサービス株式会社（以下「BBSS」

といいます。）が提供および使用許諾をするセキュリテ

ィ対策用ソフトウェア（最新プログラムモジュールを含

みます。）をいいます。  

第 2章 

第 2条（用語の定義） 

(2) 「本ソフトウェア」とは、株式会社ノートンライフ

ロック（以下「ノートンライフロック」といいます。）、

マカフィー株式会社（以下「マカフィー」といいま

す。）および BBSS株式会社（以下「BBSS」といいま

す。）が提供および使用許諾をするセキュリティ対策用

ソフトウェア（最新プログラムモジュールを含みま

す。）をいいます。  

第 2章 

第 4条（契約の単位） 

1．当社は、本ソフトウェアのライセンスごとに 1つの利

用契約を締結します。ただし、「BB マルチセキュリテ

ィパック」については、1つの利用契約に基づき、「マ

カフィーマルチアクセス」と「詐欺ウォール」それぞ

れにつき 1ライセンスが発行されます。 

2．本サービスは、サービス種類ごとに契約可能なライセ

ンス数、1 ライセンスにつき利用可能な端末台数が異

なります。 

 

※「マカフィーマルチアクセス」と「詐欺ウォール」それ

ぞれに 1ライセンス発行されます 

第 2章 

第 4条（契約の単位） 

1．当社は、本ソフトウェアのライセンスごとに 1つの利

用契約を締結します。ただし、「BB マルチセキュリテ

ィパック」については、1つの利用契約に基づき、「マ

カフィーマルチアクセス」と「みやブル」それぞれに

つき 1ライセンスが発行されます。  

2．本サービスは、サービス種類ごとに契約可能なライセ

ンス数、1 ライセンスにつき利用可能な端末台数が異

なります。 

 

※「マカフィーマルチアクセス」と「みやブル」それぞれ

に 1ライセンス発行されます 

 


